









様式第１号


養育医療機関指定申請書（病院・診療所）


　　年　　月　　日


大阪府知事　様


開設者住所


氏名又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　





　母子保健法第20条第５項の規定による指定養育医療機関の指定を受けたいので母子保健法施行規則第10条第１項の規定により申請します。


1 病院(診療所)の名称及び所在地�
�
�
2 開設者の住所及び氏名又は名称�
�
�
3 標ぼうしている診療科名�
�
�
4 未熟児の管理体制�
(1)未熟児養育医療を主として担当する医師名�
�
�
�
(2)未熟児養育医療を担当する職員数�
医師　　名・看護師　　名・助産師　　名


その他（　　　　）　　名�
�
�
(3) 夜間の緊急体制�
○当直体制をとっている。(医師、看護師とも･医師のみ･看護師及び助産師のみ)


○その他（どのような方法か）


（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）�
�
�
(4) 未熟児網膜症に対する検査体制�
○当院で検査可能


○他に依頼する。（具体的に記入）


（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）�
�
�
(5)極小未熟児に対する看護体制


（出生時体重1,500g以下）�
具体的に記入�
�
�
(6)未熟児養育医療のための収容定員�
�
�
�
(7)その他�
�
�
5 未熟児養育医療に必要な諸設備の概要�
(1)未熟児室　　　　　㎡　　　　　(2)保育器　閉鎖式　　　　　台


（独立している。独立していない。）


(3)酸素吸入装置　　　台　　　　　(4)未熟児用ベッド　　　　　床


(5)そ生器　　　　　　台　　　　　(6)酸素分析器　　　　　　　台


　（手動式含む）　　　　　　　　　（酸素濃度計）


(7)血清ビリルビン検査装置　　台　(8)血液ガス検査装置　　　　台�
�
6 移送用自動車�
　　　　　　　　　　台�
�
添付書類　１　未熟児養育医療を主として担当する医師の医師免許（写）、履歴書。


　　　　　２　病院（診療所）全体の平面図。


　　　　　３　未熟児室の平面図。








様式第２号


養育医療機関指定申請書（薬局）





　　年　　月　　日





大阪府知事　様





開設者住所


氏名又は名称　　　　  　　　　　　





　母子保健法第20条第５項の規定による指定養育医療機関の指定を受けたいので母子保健法施行規則第10条第２項の規定により申請します。


1 薬局の名称及び所在地�
名称


所在地�
�
2 開設者の住所及び氏名又は名称�
住所


氏名又は名称�
�
3 薬剤師の氏名及び略歴※�
�
�
4 調剤のために必要な設備及び施設の概要





薬局等構造設備規則第１条第１


 項各号の規定のうち、調剤のた


めに必要な設備及び器具を列記


し、その保有数を記入する。


薬局及び調剤室の平面図を添付


する。�
�
�



（注）※略歴については履歴書を添付すること。








様式第３号





養育医療機関指定申請内容変更届





　　年　　月　　日





大阪府知事　様





指定養育医療機関


住所


名称


開設者　　　　　    　　　　  








　母子保健法施行規則第12条第１項第１号の規定による養育医療機関指定申請内容の変更を下記のとおり届け出ます。








記








変更内容�
変更前�
変更後�
変更年月日�
�
�
�
�
�
�









（注）母子保健法施行規則第10条第１項第４号に掲げる事項を変更する場合は、医師免許（写）及び履歴書を添付し、同項第５号又は第６号に掲げる事項を変更する場合は、必要に応じて病院（診療所）全体の平面図及び未熟児室の平面図を添付すること。


　





様式第４号





指定養育医療機関休止（再開）届





　　年　　月　　日





大阪府知事　様





指定養育医療機関


住所


名称


開設者　　　　　  　　　　　　








　母子保健法施行規則第12条第１項第２号の規定による指定養育医療機関業務の休止（再開）を下記のとおり届け出ます。





記








１　休止又は再開の年月日（休止の場合は休止予定期間）








２　休止又は再開の理由








様式第５号





指定養育医療機関の医療（薬機）法による被処分届





　　年　　月　　日





大阪府知事　様





指定養育医療機関


住所


名称


開設者　　　　　　　　     　








　医療法又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（薬機法）に処分を受けたので、母子保健法施行規則第12条の規定により下記のとおり届け出ます。








記








１　処分該当条項





　　医療法　第24条　・　同第28条　・　同第29条





　　薬機法　第72条第４項　・　同第75条第１項　・　同第75条の２第１項





２　処分内容








様式第６号





指定養育医療機関指定辞退届





　　年　　月　　日





大阪府知事　様





指定養育医療機関


住所


名称


開設者　　　　　　　　　　　








　指定養育医療機関の指定を辞退したいので、母子保健法施行規則第13条の規定により下記のとおり届け出ます。








記








１　指定辞退理由








２　指定辞退予告期間








様式第７号


指定養育医療機関状況報告書





　　年　　月　　日


大阪府知事　様


指定養育医療機関


所在地


名称


開設者住所


氏名又は名称　　　　　　　　　　





　大阪府指定養育医療機関取扱要綱第６条の規定により指定養育医療機関の状況を下記のとおり報告します。


未熟児の管理体制�
(1)未熟児養育医療を主として担当する医師名


（　　　　　　　　　　）


(2)未熟児養育医療を担当する職員数


　医師　　人・看護師　　人・助産師　　人


　その他（　　　　）　　人


(3)夜間の緊急体制


　①当直体制あり・・・・・・医師　　　人


　　　　　　　　　　　　　　看護師　　人


　　　　　　　　　　　　　　助産師　　人


　②当直体制なし　対応方法











(4)未熟児網膜症に対する検査体制


　①当院で検査


　②他機関に検査依頼（　　　　　　　　　）


(5)極小未熟児の看護体制











(6)未熟児養育医療のための収容定員　　　人


(7)そ　の　他�
未熟児養育医療に必要な諸設備の概要�
(1)未熟児室　　　㎡


（独立している ・ 独立していない）


(2)保育器　閉鎖式　　　　　　　　台


(3)酸素吸入装置　　　　　　　　　台


(4)未熟児用ベッド　　　　　　　　床


(5)そ生器　　　　　　　　　　　　台


（手動式含む）


(6)酸素分析器　　　　　　　　　　台


（酸素濃度計）


(7)血清ビリルビン検査装置　　　　台


(8)血液ガス検査装置　　　　　　　台


その他





�
�
�
�
移送用自動車　　　　　　　　　　　　　　台�
�
�
�
病院全体の職員数及び患者の収容定員�
(1)医師　　産　科　


　　　　　 小児科　


　　　　　その他の科


(2)看護師　　　　　　　


(3)助産師　　　　　　　


(4)検査技師　　　　　　


(5)診療放射線技師　　　　　　


(6)その他　　　　　　　


患者の収容人員　　　　�
人


人


人


人


人


人


人


人


人�
�
昨年の状況


　分娩数　　　件


未熟児養育医療給付摘要者（他府県分を含む）　　　人


　出生時体重2,500ｇ以下　　　　人　・　同1,500ｇ以下　　　　人�
�









